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昭

和

五

十

一

年

十

月

一

日

提

出 

質

問

第

二

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

木 

原 
 

実 

 

一 

 



 

我
が
国
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
技
術
は
、
社
会
的
経
験
が
浅
く
、
劣
悪
な
自
然
、
社
会
条
件
の
も
と
で
、
安
全 

 
 

 

を
第
一
に
確
保
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
一
空
港
公
団 

 
 

の
体
面
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
か
な
る
障
害
発
生
に
対
し
て
も
そ
の
実
態
を
公
開
し
、
経
験
を
今
後
の
教 

 
 

訓
と
し
て
生
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

昭
和
五
十
一
年
九
月
九
日
付
読
売
新
聞
は
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
空
港
公
団
と
い
う
）
の
航
空
機
給
油 

 

施
設
、
通
称
成
田
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
保
安
施
設
に
障
害
が
発
生
し
、
空
港
公
団
が
成
田
市
に
知
ら
せ
ず
に
掘 

 
 

削
、
修
理
、
埋
め
も
ど
し
を
行
つ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
か
ね
て
よ
り
、
我
が
国
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安 

 
 

 

全
性
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
沸
騰
し
て
お
り
、
千
葉
市
内
で
は
一
万
一
九
二
名
に
よ
る
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
る
こ 

 
 

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

一 

空
港
公
団
の
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
保
安
装
置
に
発
生
し
た
障
害
に
つ
い
て 

4 

当
該
装
置
の
障
害
検
出
日
時
、
検
出
経
過
、
障
害
の
内
容
、
障
害
の
原
因
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
（
当 

 
 

 

該
装
置
が
二
以
上
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
） 

3 

当
該
装
置
の
保
安
管
理
の
実
績
（
点
検
事
項
、
点
検
周
期
、
点
検
者
）
を
明
ら
か
に
し
、
消
防
法
第
十
四
条 

 
 

の
三
の
二
に
規
定
す
る
点
検
記
録
の
う
ち
、
当
該
装
置
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2

当
該
装
置
は
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
以
下
単
に
規
則
と
い
う
）
の
い
ず
れ
に
根
拠
を
持
つ
か
。

ま
た
、
当
該
装
置
は
、
規
則
第
二
十
八
条
の
三
十
第
一
号
に
い
う
「
そ
の
他
の
保
安
の
た
め
の
設
備
」
に
該
当 

 
 

す
る
か
。 

1 

障
害
が
発
生
し
た
保
安
装
置
（
以
下
当
該
装
置
と
い
う
）
の
名
称
、
設
置
目
的
、
設
置
方
法
、
施
工
者
、
機 

 
 

器
の
製
造
者
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

従
つ
て
以
下
の
質
問
を
す
る
次
第
で
あ
る
。 

四 

 



 

二 

空
港
公
団
の
隠
密
修
理
に
つ
い
て 

2 

事
実
と
す
れ
ば
、
運
輸
大
臣
の
所
見
を
承
わ
り
た
い
。 

1 

当
該
装
置
の
修
理
に
際
し
、
空
港
公
団
が
、
消
防
法
第
十
一
条
の
許
可
者
で
あ
る
成
田
市
長
に
事
前
に
届 

 

け
出
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
報
道
は
事
実
か
。 

8 

暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
消
防
法
第
十
一
条
に
基
づ
く
完
成
検
査
申
請
、
完
成
検
査
済
証
発
行
の
年
月
日
を 

 

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

7 

当
該
装
置
の
障
害
は
、
消
防
法
第
十
一
条
の
設
置
許
可
、
完
成
検
査
、
そ
の
他
の
条
項
の
い
ず
れ
で 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
つ
て
い
る
の
か
、
根
拠
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

6 
当
該
装
置
の
障
害
は
、
技
術
上
不
可
避
な
現
象
で
あ
る
の
か
。
回
避
可
能
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
設
計
、 

 
 

製
造
、
施
工
、
検
査
、
管
理
の
い
ず
れ
が
回
避
努
力
を
怠
つ
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

5 
当
該
装
置
に
係
る
修
理
に
つ
い
て
、
日
時
、
修
理
内
容
、
掘
削
範
囲
、
施
工
者
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

三 

空
港
公
団
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
か
ら
四
十
八
年
七
月
に
か
け
て
、
千
葉
市
内
に
お
い
て
、
通
称
本
格
パ 

 
 

イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
工
事
を
行
つ
た
。
そ
の
後
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
八
日
に 

 
 

告
示
さ
れ
た
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
技 

 
 

術
基
準
告
示
と
い
う
）
に
抵
触
し
た
。
し
か
る
に
、
空
港
公
団
は
、
前
述
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
工
事
差
止
請
求
事 

 
 

 

件
（
昭
和
五
十
年

(ワ)
第
四
五
二
号
事
件
）
（
以
下
マ
ン
モ
ス
訴
訟
と
い
う
）
の
答
弁
書
（
昭
和
五
十
年
十
月
十
四
日

付
）
に
お
い
て
、
水
道
ル
ー
ト
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
検
討
中
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
の
み
で
、
既
設
部
分 

 
 

 

を
使
わ
な
い
と
は
決
し
て
言
つ
て
い
な
い
。 

3 
完
成
検
査
終
了
後
、
危
険
物
移
送
取
扱
所
の
掘
削
、
埋
め
も
ど
し
は
、
許
可
者
に
無
断
で
で
き
る
の
か
。 

 
 

で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
消
防
法
上
の
根
拠
を
示
し
、
質
問
に
係
る
空
港
公
団
の
修
理
が
こ
れ
に
抵
触
し 

 
 

な
い
と
す
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

で
あ
る
以
上
、
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
保
守
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
、
関
係
地
域
住
民
が
重
大
な
関
心
を
持 

六 

 



 

3 

空
港
公
団
は
、
ル
ー
ト
沿
い
の
必
要
箇
所
に
標
識
板
を
設
置
す
る
、
と
昭
和
四
十
七
年
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン 

2 

前
項
の
既
設
部
分
に
お
い
て
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
一
日
以
降
に
行
わ
れ
た
他
工
事
の
す
べ
て
に
つ
い 

 

て
、
工
事
の
名
称
、
開
始
日
時
、
終
了
日
時
を
明
ら
か
に
し
、
空
港
公
団
に
よ
る
立
合
い
の
実
態
を
明
ら
か 

 
 

 

に
さ
れ
た
い
。 

1 
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
一
日
以
降
に
行
つ
た
、
千
葉
市
内
の
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
既
設
部
分
に
つ
い
て
の 

 

保
守
管
理
の
実
績
を
次
の
項
目
毎
に
点
検
日
時
、
点
検
項
目
、
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

つ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。 

(ニ) 

内
面
保
護
用
窒
素
ガ
ス
封
入
と
交
換 

(ハ) 

電
気
防
食
タ
ー
ミ
ナ
ル
及
び
電
位
測
定 

(ロ) 

応
力
測
定
装
置
、
沈
下
測
定 

(イ) 

緊
急
遮
断
弁
、
圧
力
計
、
ガ
ス
検
知
器
、
テ
レ
コ
ン
、
テ
レ
メ
ー
タ
ー 

七 

 



 

四 

マ
ン
モ
ス
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
側
の
「
既
設
部
分
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
保
守
作
業
を
行
つ
て
い
る
か
。
」 

（
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
六
日
付
求
釈
明
の
申
立
二
の

(六)
）
と
の
求
釈
明
に
対
し
、
空
港
公
団
は
、
「
ル
ー
ト 

 
 

未
確
定
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
釈
明
の
必
要
は
な
い
」
（
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
六
日
付
釈
明
書
）
と
の
釈 

 
 

明
を
行
つ
た
。
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
精
神
に
基
づ
き
、
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
努
力
を
し
な
け 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
空
港
公
団
が
、
技
術
的
な
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
す
ら
拒
む
こ
と
は
、
全
く
理
解
に
苦
し
む
。 

な
ぜ
な
ら
、
空
港
公
団
は
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
第
十
五
条
第
四
項
に
基
づ
い
て
同
条
第
一
項
の
工
事 

工
事
中
止
仮
処
分
命
令
申
請
事
件
（
千
葉
地
裁
昭
和
四
十
七
年

(ヨ)
第
一
四
九
号
事
件
）
の
答
弁
書
に
お
い
て 

 
答
弁
し
、
千
葉
県
企
業
庁
に
よ
る
行
政
資
産
使
用
許
可
の
許
可
条
件
に
も
標
識
板
の
建
植
が
義
務
付
け
ら
れ 

 

て
い
た
。 

し
か
る
に
、
こ
の
標
識
板
は
、
そ
の
後
四
年
間
、
た
だ
の
一
個
も
建
植
さ
れ
て
い
な
い
。
言
行
の
不
一 

 
 

 
 

致
、
関
係
行
政
庁
と
の
協
議
不
十
分
の
両
面
か
ら
事
情
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

2 

現
段
階
は
ル
ー
ト
未
確
定
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
空
港
公
団
が
い
う
、
ル
ー
ト
の
確
定
と
は
次
の
ど
の
段 

1 

空
港
公
団
の
釈
明
留
保
に
関
し
、
空
港
公
団
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
運
輸
大
臣
の
所
見
を
承
わ
り
た 

 
 

い
。 

計
画
の
認
可
申
請
の
延
期
を
二
度
も
求
め
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
地
区
住
民
の
法
に
基
づ
く
行
為
の
存 

 
 

在
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
の
み
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

地
区
住
民
の
法
に
基
づ
く
行
為
の
根
源
は
不
安
で
あ
る
。
空
港
公
団
は
延
期
理
由
の
解
消
に
努
め
る
立
場
に 

 

あ
り
、
回
答
は
広
い
意
味
で
地
区
住
民
の
不
安
解
消
に
役
立
つ
。
地
区
住
民
の
質
問
は
、
空
港
公
団
の
過
去
の 

 
 

技
術
行
為
の
事
実
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
空
港
公
団
は
、
確
実
し
か
も
容
易
に
回
答
で
き
る
の
で
あ 

 
 

 

り
、
空
港
公
団
以
外
に
は
誰
も
回
答
で
き
な
い
。
空
港
公
団
は
、
一
方
に
お
い
て
、
地
区
住
民
が
不
安
解
消
の 

 
 

 

た
め
に
行
つ
た
質
問
に
対
す
る
回
答
を
留
保
し
て
不
安
を
継
続
さ
せ
、
一
方
に
お
い
て
、
地
区
住
民
の
法
律
に 

 
 

基
づ
く
行
為
の
存
在
を
理
由
と
し
て
、
工
事
計
画
の
認
可
申
請
の
延
期
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

九 

 



 

 

一
〇 

階
を
い
う
の
か
。 

(イ) 
空
港
公
団
が
ル
ー
ト
案
を
関
係
住
民
に
提
示
し
た
と
き
。 

(ロ) 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
第
十
五
条
の
工
事
計
画
の
認
可
を
申
請
し
た
と
き
。 

(ハ) 

前
項

(ロ)
の
認
可
を
得
た
と
き
。 

(ニ) 

道
路
等
の
占
使
用
許
可
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
許
認
可
を
得
た
と
き
。 

(ホ) 

マ
ン
モ
ス
訴
訟
に
お
い
て
、
空
港
公
団
が
名
実
と
も
に
勝
訴
し
た
と
き
。 

右
質
問
す
る
。 


